
学校教育学部学生の主免教育実習，副免教育実習，特別支援教育実習及び教員イン

ターンシップの受講資格に関する細則

平成２９年 ４ 月１４日

細 則 第 ８ 号

改正 平成３１年 ３ 月２７日細則第 ９ 号

令和 ５ 年 ３ 月 ８ 日細則第 ７ 号

（趣旨）

第１条 この細則は，学校教育学部の学生の鳴門教育大学学校教育学部履修規程（平成１

６年規程第５３号）第５条別表第４に規定する授業科目「主免教育実習」，「副免教育実

習」，「特別支援教育実習」及び「教員インターンシップ」の受講資格に関し，必要な事

項を定める。

（主免教育実習）

第２条 主免教育実習の受講資格は，第３年次又は第４年次の８月２０日までに，次の表

に定める単位数を修得している者で，「ふれあい実習・附属校園観察実習」の単位を修

得しており，かつ，「主免教育実習事前事後指導」を履修中の者とし，学校教育学部教

務委員会において受講者を決定するものとする。

授業科目等 教養基礎科目 大学設定科目 専修専門科目 総単位数

の区分

専修 教職共通科目

幼児教育専修 １２単位 ４０単位 ２２単位 ７４単位

小学校教育専修 １２単位 ３０単位 １６単位 ５８単位

中学校教育専修 １２単位 ２４単位 １４単位 ５０単位

特別支援教育専修 １２単位 ３０単位 １０単位 ５２単位

（副免教育実習）

第３条 副免教育実習の受講資格は，第４年次の８月２０日までに，主免教育実習の単位

を修得している者とする。

（特別支援教育実習）

第４条 特別支援教育実習の受講資格は，特別支援教育専修の学生で，第４年次の８月２

０日までに，特別支援教育科目の授業科目の中から，１２単位以上を修得している者と

する。

（教員インターンシップ）

第５条 教員インターンシップの受講資格は，第４年次の４月までに，主免教育実習の単

位を修得している者で，かつ，教員を志望する者とする。



附 則

１ この細則は，平成２９年４月１４日から施行する。

２ 主免教育実習，副免教育実習，特別支援教育実習及び教員インターンシップの受講資

格に関する申合せ（平成１６年４月２８日学校教育学部教務委員会）は，施行日をもっ

て廃止する。

附 則

１ この細則は，平成３１年４月１日から施行する。

２ 平成３０年度以前に入学した者は，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則

１ この細則は，令和５年４月１日から施行する。

２ 令和４年度以前に入学した者については，改正後の第２条の規定にかかわらず，なお

従前の例による。


